
 

 

 

 

 

 

 

201４年も始動し、早くも１か月経ちました。今月はソチオリンピックがあり 

メダルの期待される選手も多く、楽しみですね。 

この時期、北海道は最も寒く道路はまるでスケートリンクのよう… 

道路での転倒や雪かき中の事故等、危険が多い時期ですので、気をつけて無事冬を 

乗り越えましょう。 

 

 

以前この通信に載せましたが、「不正行為」について一部ご説明します。 

どのようなことが該当するのか、今一度ご確認ください。 

 

 

・雇用契約に基づかない講習期間中の業務への従事 

 

  監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、技能実習生を雇用契約に基づかな 

い講習の期間中に業務に従事させていた場合です。 

 

  例えば、実習実施機関が、業務の繁忙を理由として実習生に講習に参加させないような 

場合、監理団体がそれを黙認すると、監理団体についてもこれに該当することとなりま

す。技能実習生を講習に参加させない実習実施機関があった場合は、参加させるように 

求め、それでも参加させない場合は、不正行為に当るものとして速やかに地方入国管理 

局に報告する必要があります。 

   

 

・二重契約 

 

  監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、技能実習に係る手当若しくは報酬 

又は実施時間について技能実習生との間で地方入国管理局への申請内容と異なる内容の 

取決めをしていた場合です。 

 

  例えば、技能実習生の雇用契約について、地方入国管理局への申請の際提出した雇用 

契約書（写し）に記載された報酬より低い報酬を支払う旨の別の合意を申請後に行った 

場合です。 
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http://kaze-sora.com/sozai/autumn/9usagi/9usagi_ill.html#a


 

  

法律事務所だより 労災事故編～労災保険は万能！？ 

 

  労災事故による損害賠償が裁判で争われるケースがあります。 

  労災事故の場合、労災保険に加入していれば労災保険給付を受けられますが、労災保険給 

付額を超える損害は、事業主が労災保険とは別に民法上の損害賠償責任を負うのです。 

労災を防ぐには、事故防止策の地道な実践が何よりの「保険」になります。 

  労災防止のポイントは、①危険防止措置、②安全衛生管理体制、③安全衛生教育、④従業員 

の健康管理です。 

  安全衛生管理体制の実践例として、ヒヤリ・ハット事案の報告・提案制度がおすすめです。 

一歩間違えば事故に至りかねなかったヒヤリ・ハット事案は社内で共有し、事故に至る前に 

対策を立てましょう。ヒヤリ・ハット事案を気軽に報告できる風通しのよい職場環境が大事故 

を防ぎます。 

  安全衛生教育も重要です。材料や機械の取扱方法や作業手順、万が一の事故発生時の応急措 

置は、口頭での説明だけではなく、実演して確認しましょう。特に作業に慣れていない実習生に

は丁寧なご指導をお願いします。  

  一見手間がかかりそうな事故防止策の継続が労災防止の鍵を握ります。 

 

                       あお葉法律事務所 弁護士 伊 藤 絢 子 

 

 

 

ところで、中国では旧暦でお正月を祝います、いわゆる旧正月です。 

今年は１月３１日が元旦とのこと。ちょうどこの通信が出される頃、 

まだお正月休みかもしれません。今の暦が当たり前の日本人にとっては 

毎年元旦が違う日で、１年の長さも違うのが不思議に感じますが、明治の初期まで 

日本も旧暦で祝っていました。 

お正月と言えば、おせち料理が楽しみですが、中国では何を食べるのだろうと調べたところ 

地方によりけりですが、水餃子が多いみたいです。 

 

～センターでもよく実習生が水餃子を作っています。とても食べたくなる！と言っていました。 

そう言えば、この時の実習生は「マイ麺棒」を持参していました。 

中国の人にとっては、特別な食べ物なんでしょうね。～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

新連載！

法律コラム 


